
千葉市監査委員告示第３号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３８第６項の規定により、包括外部監査

の結果に基づき講じた措置について、別添のとおり千葉市長から通知がありましたので、公表し

ます。 

 

  令和８年２月１７日 

 

                    千葉市監査委員 宍 倉 輝 雄     

同       宮 原 清 貴     

同       石 井 茂 隆     

同       青 山 雅 紀     

 

 

 

  



７千総業第３１４号  

令和８年 ２月 ９日 

 

千葉市監査委員 宍 倉 輝 雄 様 

同       宮 原 清 貴 様 

同       石 井 茂 隆 様 

同       青 山 雅 紀 様 

 

千葉市長 神谷 俊一  

 

 

包括外部監査の結果に基づき講じた措置について（通知） 

 

平成１１年度、平成２８年度、令和３年度、令和４年度及び令和６年度包括外部監査の結

果に基づき講じた措置について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３８

第６項の規定により別紙のとおり通知します。 

 



平成１１年度包括外部監査 

監査のテーマ：財産管理 

Ⅳ 監査の結果 第１．土地の管理について ２．土地の管理の監査結果 

（３）適切な財産管理を図るべき土地について 

監査の結果（指摘事項） 講じた措置 

イ．権利関係等に問題がある土地 

（ア）不法占拠地【管財課】（報告書P15） 

千葉市が保有する土地のうち、不法占拠地につ

いては、当該関連当事者と交渉しているが、住民

の居住の権利をも勘案して、関連部局と協議し、

訴訟手続きも含め適切な処理を行い、不法占拠状

況の早期解消を図られたい。 

 

 

 

管財課が所管する不法占拠地２件のうち、１件

については、隣接土地所有者との間で境界確定協

議を行ったが、合意に至らず不調になっている。

引き続き現況把握に努め、境界確定及び隣接土地

所有者への売却等に向けた交渉を行うなどして、

不法占拠状況の解消を図っていく。 

また、他の１件については、建物が除却された

ことにより、不法占拠状況が解消した。今後も定

期的に現地を確認するなどして、財産の適正な管

理に努めていく。 

 



平成２８年度包括外部監査 

監査のテーマ：社会福祉法人千葉市社会福祉事業団及び社会福祉法人千葉市社会福祉協議会における出納

その他の事務の執行並びにそれらの法人への出資及び財政的援助等に係る所管課等の事務の執行について 

第３ 外部監査の結果 Ⅱ 社会福祉法人千葉市社会福祉協議会の外部監査の結果 

１．社会福祉協議会収入管理について （１）各区事務所および本部における会費収入管理について 

③結果 

監査の結果（指摘事項の概要） 講じた措置 

ア．各自治会収納の住民会費の網羅性に対する牽

制について【社会福祉協議会事務局】（報告書 P190） 

 住民会費の納付の単位は基本的に自治会単位で

ある。自治会における会計担当者が住民会費の収

納・とりまとめ・区事務所への納付等の事務を行

っている。各自治会の会計担当の就任期間は決し

て短くないのが通常であるということであった。

誠実に会費の会計処理を行っていることを前提と

して、区事務所や本部での牽制は特に仕組みとし

ても運用としても実施されていないことが分かっ

た。 

会費の収納が現在では強制ではないことが前提

であるため、会費の未収金管理が徹底されていな

いものと考えられる。 

また、自治会における会費の収納事務について、

自治会の監事による監査の対象には一部の自治会

を除き含まれていないため、自治会レベルの会費

の収納事務に対する牽制機能はもともと働いてい

ないことも分かった。 

【結果】 

自治会における会費の収納事務については、自

治会としての収入ではないため預り金としての性

格であり、最終的に収入処理を行う区事務所又は

本部において、自治会レベルでの会費の収納に対

する牽制の仕組みを整備されたい。 

具体的には、会費の収納に携わる自治会会計担

当者への会計処理の透明性の要請等を行うことな

ど、自治会役員への啓発等を定期的に実施するこ

とを検討されたい。 

 

 

町内自治会は任意団体であり、会費の会計処理

については、各自治会の自主的判断に委ねられて

いる。 

また、社会福祉協議会会費の収納は、地域事情

を踏まえ、各自治会の協力のもとで実施している

ものである。 

このため、自治会における会費収納に対して牽

制の仕組みを求めることは、自治会の負担を大き

くし、結果として会費収納への協力に影響を及ぼ

す可能性がある。 

 以上を踏まえ、自治会からの会費収納について

は、引き続き、会費領収書等により収納口数等の

内訳を把握し、適切に管理していく。 

 



令和３年度包括外部監査 

監査のテーマ：公園緑地部が所管する公園等の整備・維持管理に係る事務の執行及び千葉市出資団体

である株式会社千葉マリンスタジアムの出納その他の事務の執行について 

第３ 外部監査の結果 Ⅱ 各論としての外部監査結果 

Ⅱ-１ 公園緑地事務所及び千葉市動物公園の監査結果について  

３．若葉公園緑地事務所の監査結果について （３）結果 

監査の結果（指摘事項の概要） 講じた措置 

⑤都市公園台帳の整備について【若葉公園緑地事

務所】（報告書 P90） 

 都市公園法第 17 条においては、都市公園台帳の

作成、管理、記載事項及び閲覧に関する取扱いに

ついて次のように規定している。 

（都市公園台帳） 

第十七条 公園管理者は、その管理する都市公

園の台帳（以下この条において「都市公園台

帳」という。）を作成し、これを保管しなけ

ればならない。 

２ 都市公園台帳の記載事項その他その作成及

び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で

定める。 

３ 公園管理者は、都市公園台帳の閲覧を求め

られたときは、これを拒むことができない。 

公園緑地部においては、都市公園台帳の整備に

あたり、台帳システムのネットワークを整備し、

公園管理情報システムにて運用を行っている。若

葉公園緑地事務所においても、同システムを通じ

て都市公園台帳への登録を行うことが求められて

いるが、同システム導入（平成 21 年度）以降、公

園管理課が入力した情報の更新を除き、更新情報

の登録が実施されておらず、都市公園法の定めに

従った運用が行われていないという問題がある。 

このような運用の原因は、都市公園台帳の更新

を実施しないことが、都市公園法の定めに違反し

ているという認識に欠けているためと考えられ

る。また、公園管理情報システムへの登録につい

て、公園緑地部全体での管理運営が不十分である

こともその一因と考える。 

【結果（指摘）】 

都市公園台帳については、都市公園法の定めに

従い、公園施設に関する設備の更新や修繕等の所

定事項について、適切に更新事務を実施されたい。 

 

 

 都市公園台帳の更新について、若葉公園緑地事

務所においては、公園施設の修繕等完了後、支払

前に公園管理情報システムに登録し、支出命令書

に登録済みである旨を記載するよう、所属職員に

周知を図った。また、公園管理情報システム所管

課において、公園施設の修繕等の場合の登録マニ

ュアルを作成し、関係各課に周知した。以後、マ

ニュアルに沿って適正な運用を行っている。 

 



令和３年度包括外部監査 

監査のテーマ：公園緑地部が所管する公園等の整備・維持管理に係る事務の執行及び千葉市出資団体

である株式会社千葉マリンスタジアムの出納その他の事務の執行について 

第３ 外部監査の結果 Ⅱ 各論としての外部監査結果 

Ⅱ-２ 大規模公園等の監査結果について ５．泉自然公園の監査結果について （３）結果 

③旧サイクリングセンター施設について 

監査の結果（指摘事項の概要） 講じた措置 

ウ．旧サイクリングセンター車庫内の物品の利用

状況について【若葉公園緑地事務所】（報告書

P242） 

 旧サイクリングセンター車庫内には、草刈り

機・噴霧器等の備品、スコップ・シャベル等の消

耗資材等が置かれている。 

 消耗資材については、利用可能な状態であり、

頻繁ではないが利用することもあるということで

あるが、千葉市物品会計規則の定めに従い出納管

理はなさなれていなかった。 

 消耗品の出納保管については、同規則によると、

次の規定に該当しない場合、出納管理を適正に行

わなければならない。 

千葉市物品会計規則 

（出納手続の省略できる物品） 

第 27 条 次の各号に掲げる物品については、出

納手続を省略することができる。 

(1)賄品及び賄材料（あらかじめ一括購入でき

るものを除く。） 

(2)式典、会合等の催物の現場で消費するもの 

(3)出張先において購入し、直ちに消費するも

の 

(4)官報、公報、新聞、法規の追録又は雑誌 

(5)生花類、苗木、種子、肥料等で直ちに消費

するもの 

(6)前各号に掲げるもののほか、購入後直ちに

消費するもの 

このように、消耗資材については利用が見込ま

れるものについては適正な出納管理を行うべきで

あるが、実施されていない。 

【結果（指摘）】 

消耗資材については、使用が見込まれるものに

ついては、千葉市物品会計規則の定めに従い出納

管理を実施されたい。 

 

 

消耗資材については、千葉市物品会計規則に基

づき、消耗品出納簿を作成し、適正な出納管理を

実施している。 

 

 

 



令和４年度包括外部監査 

監査のテーマ：一般会計、特別会計及び企業会計における収入未済額の管理に係る事務の執行について 

第３ 外部監査の結果 Ⅱ 各論としての外部監査結果 

Ⅱ-３ 保護課が所管する未収債権管理の監査結果について （３）結果 

監査の結果（指摘事項の概要） 講じた措置 

②［22 賠償金等］に係る検出事項について 

ア．生活保護費不正受給者に係る損害賠償請求執

行費及びこれに係る遅延損害金の事案について 

（イ）督促の遅れについて【保護課】（P106） 

事例Ａに係る債権の令和 2年度発生分の遅延損

害金については令和 3年度において督促を行って

いるが、納期限が令和 3 年 6 月 30 日であるとこ

ろ、督促状の発送日が令和 3年 8月 2日であった。 

千葉市予算会計規則第 37 条第 1 項によると、

督促については、「納期限後 20 日以内に督促状に

より督促しなければならない」と規定されている

ことから、令和 3年度に実施した督促については、

同規則の規定に反する点で問題である。 

【結果（指摘）】 

遅延損害金の督促については、千葉市予算会計

規則第 37 条第 1 項に基づき、納期限後 20 日以内

に督促状を発送されたい。 

 

 

令和 6 年度に発生した遅延損害金については、

千葉市予算会計規則第 37 条第 1項に基づき、納期

限後 20 日以内に督促状を発送した。 

 



令和４年度包括外部監査 

監査のテーマ：一般会計、特別会計及び企業会計における収入未済額の管理に係る事務の執行について 

第３ 外部監査の結果 Ⅱ 各論としての外部監査結果 

Ⅱ-６ 生活衛生課が所管する未収債権管理の監査結果について （３）結果 

監査の結果（指摘事項の概要） 講じた措置 

①［27 墓地管理料］に係る検出事項について 

イ．転居先不明に係る管理料の調定行為について

【生活衛生課】（P142） 

桜木霊園及び平和公園の使用者のうち、死亡又

は転居先不明により管理料の請求を停止してい

る債務者の人数と管理料の金額は表のとおり（※

桜木霊園：769 件・金額 3,860,380円、平和公園：

603 件・金額 3,027,060 円）である。 

なお、死亡と転居先不明の別は、墓地管理シス

テム上で区別されていないため、それぞれの件数

と金額は把握できなかった。 

これらの管理料は、請求を停止したために、そ

もそも市の債権として調定されていない。そのた

め、表に記載の各霊園管理事務所の債権合計額で

ある 689 万円は市の収入未済額にも含まれず、ま

た、未収債権の回収も行われていない。 

この取扱いについて市所管課に理由を求めた

ところ、「使用者が死亡しており、千葉市霊園設

置管理条例第 20 条第 3 項に基づく市長による承

継の承認がなされていない場合には、承継者が確

定しておらず、債務者を特定することができなか

ったため、また、転居先不明の場合には、納付書

を到達させることができなかったため、請求を停

止している。」ということであった。 

この回答に関連する千葉市霊園設置管理条例

の該当条文は、次に示す条項のとおりである。 

【千葉市霊園設置管理条例】(承継) 

第 20条 一般墓地又は桜木霊堂の使用者が死亡

した場合において、使用者に代わって引き続

き当該一般墓地又は桜木霊堂を使用しよう

とする者(祭祀を主宰する者に限る。以下「承

継者」という。)は、使用者の地位を承継す

ることができる。ただし、規則で定める場合

は、この限りでない。 

2 合葬式墓地の使用者の地位は、承継するこ

とができない。ただし、規則で定める者が承

継する場合は、この限りでない。 

3 前 2 項の規定による承継をしようとする者

 

 

墓地管理料について、墓地の使用者が転居先不

明となった場合でも、使用者に対する管理料の調

定を継続することを、事務処理マニュアルに記載

した。また、転居先不明者に係る債権のうち、消

滅時効期間が経過したものについては、適時に不

納欠損処分を実施することにした。 

 



は、遅滞なく市長に届け出て、その承認を受

けることにより、使用者の地位を承継する。 

転居先不明者に係る管理料を調定していない

現在の実務では、これまで継続的に収入未済額と

して管理してきた市の債権を、繰越分の収入未済

額から不納欠損処理等の正式な会計処理を行わ

ず、簿外管理していることと同様である。 

【結果（指摘）】 

桜木霊園及び平和公園の使用者が転居先不明と

なった場合でも、使用者に対する管理料の調定は

継続し、市の債権として認識されたい。 

 



令和４年度包括外部監査 

監査のテーマ：一般会計、特別会計及び企業会計における収入未済額の管理に係る事務の執行について 

第３ 外部監査の結果 Ⅱ 各論としての外部監査結果 

Ⅱ-15 こども家庭支援課が所管する未収債権管理の監査結果について （３）結果 

監査の結果（指摘事項の概要） 講じた措置 

①［5 母子父子寡婦福祉資金貸付金］に係る検出

事項について【こども家庭支援課】（P233） 

ウ．連帯保証人への請求について（指摘） 

母子父子寡婦福祉資金貸付金の返済が滞り、

督促、催告後、相当の期間を経過しても債務者

本人や連帯債務者が返済できない場合は、地方

自治法施行令第 171 条の 2 第 1 号により、連帯

保証人へ返済の履行を請求しなければならない

とされている。 

こども家庭支援課は、滞納者へ催告書を送付

した後、期日までに支払いが確認できない者に

対し、市への連絡を要請する催告書を、催告書

にも応答がない滞納者には、連帯保証人に対し

滞納者への納付指導を要請する保証人通知を、

また、その後も支払が確認できない場合は、連

帯保証債務履行請求通知書と納付書を連帯保証

人に送付している。この連帯保証債務履行請求

通知書と納付書の送付が、連帯保証人への履行

の請求に該当する。 

滞納者への催告書から連帯保証人への「連帯

保証債務履行請求通知書」送付までの実績を確

認したところ、「保証人通知の送付実績」及び「連

帯保証債務履行請求通知書の送付実績」につい

ては、いずれも過去 3 年度の間、未実施であっ

た。この点について、新型コロナウイルスの感

染が拡大し、全庁的に警戒が強まったことで催

告書の送付を取りやめることにしたということ

であった。 

しかし、新型コロナウイルスの感染拡大が送

付を取りやめる直接の要因であるという合理的

な理由には疑問が残る。 

【問題点・原因】 

地方自治法施行令第 171 条の 2 第 1 号による

連帯保証人へ返済の履行請求は原則として実施

しなければならないものである。また、市の債

権管理事務マニュアルでも同様の措置が明示さ

れている。 

新型コロナウイルス感染症の拡大による事務

 

 

催告後に相当の期間を経過しても納付や連絡等

のない債権について、連帯保証人に対し滞納者へ

の納付指導等を要請する保証人通知を令和 7 年 2

月に送付した。以後、債務者及び連帯保証人と納

付交渉を続けるなどして、適正な債権管理を行っ

ている。 



執行への影響は確かに否定できないが、送付を

全く実施していないことに関しては合理的な理

由は見いだせない。 

【結果（指摘）】 

母子父子寡婦福祉資金貸付金の返済が滞り、

督促、催告後、相当の期間を経過しても債務者

本人や連帯債務者が返済できない場合は、地方

自治法施行令第 171 条の 2 第 1 号により、債務

者の連帯保証人へ返済の履行を請求されたい。 

なお、同条における「督促をした後相当の期

間を経過してもなお履行されないとき」の「相

当の期間」については、具体的な法令等の定め

がないが、債権の速やかな回収を図る観点から、

最初の催告における納期限から 3 か月を経過し

た日までを目安にして、その日を経過してもな

お履行されない場合には速やかに連帯保証人へ

返済の履行を請求すべきものと考える。 

 

 



令和４年度包括外部監査 

監査のテーマ：一般会計、特別会計及び企業会計における収入未済額の管理に係る事務の執行について 

第３ 外部監査の結果 Ⅱ 各論としての外部監査結果 

Ⅱ-15 こども家庭支援課が所管する未収債権管理の監査結果について （３）結果 

監査の結果（指摘事項の概要） 講じた措置 

①［5 母子父子寡婦福祉資金貸付金］に係る検出

事項について 

ケ．商事債権に該当する場合の時効管理について

【こども家庭支援課】（P240） 

母子父子寡婦福祉資金貸付金には、審査要領第

4 条による事業開始資金と第 5 条による事業継続

資金がある。他の条文に基づく貸付金と異なり、

これらは母子父子寡婦が事業を行うために必要

な資金として貸し付けられるものであるが、こど

も家庭支援課ではこれらの貸付金を他の貸付金

とともに民事債権として捉え、時効管理上は 10

年で消滅時効が完成すると解釈している。 

しかし、これらの貸付金が民事債権ではなく商

事債権として捉えられた場合、消滅時効は 5年で

完成することになり、民事債権として捉えた場合

と比較して消滅時効の管理を見直す必要がある。 

こども家庭支援課が、事業開始資金と事業継続

資金について令和 3年度末現在で 5年以上滞納し

ている債権の件数と金額を調べたところ、表のよ

うな結果となった。 

これら消滅時効が完成している貸付金は、千葉

市債権管理条例第 7 条第 1号により、債権を放棄

することができるものと考えられる。 

令和 2 年 3 月 31 日以前に貸し付けた母子父子

寡婦福祉法に基づく事業開始・継続資金の消滅時

効は 5年であると考えられる。 

すなわち、「事業を開始し、又は継続するのに

必要な資金」（母子父子寡婦福祉法第 13条第 1項

柱書等）を貸し付ける対象は、自身で事業を開始

するか、又は既に行っている者であり、当該事業

が「商行為」（商法第 501 条に規定する絶対的商

行為又は同法第 502 条に規定する営業的商行為）

に該当するものである場合、当該貸付対象者は、

「商人」にあたることになる（商法第 4条第 1項）。 

また、当該貸付対象者が、「店舗その他これに

類似する設備によって物品を販売することを業

とする者又は鉱業を営む者」である場合には、商

行為を行うことを業としない者であっても商人

 

 

母子父子寡婦福祉資金貸付金の償還金に係る消

滅時効については、厚生労働省が公表している「母

子・寡婦福祉資金貸付制度等の運用上の疑義回答

集」において償還金の消滅時効を 10 年として時効

管理を行う旨が規定されていることから、令和 2

年3月31日以前に貸し付けた事業開始資金又は事

業継続資金の場合でも商事債権として取り扱わ

ず、引き続き時効期間を 10年として整理した。 

 また、長期間の滞納となっている貸付金債権に

ついては、個別に検討した上で、納付が見込まれ

ず時効が完成したものは、千葉市債権管理条例に

基づき債権放棄を行っていく。 



とみなされる（商法第 4 条第 2 項・擬制商人）。

そして、事業の開始・継続に必要な資金を借り入

れることは、「商人がその営業のためにする行為」

であり、「商行為」にあたるものと考えられる（商

法第 503 条第 1 項・附属的商行為）。 

さらに、当事者の一方にとって「商行為」であ

れば、当事者全員に商法が適用されることとなる

ため（商法第 3 条第 2 項）、事業開始・継続資金

の貸し付けについては、商法が適用される。 

改正民法の「施行日前にされた商行為によって

生じた債権に係る消滅時効の期間については、な

お従前の例による」（民法の一部を改正する法律

の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 4

条第 7 項）ことから、令和 2 年 3 月 31 日以前の

事業開始・継続資金の貸付けについては、上記の

とおり、旧商法第 522 条が適用され、消滅時効は

5年となる。 

以上のことから、事業開始・継続資金が「経済

的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせて

その扶養している児童の福祉を増進するため」

（母子父子寡婦福祉法第 13 条第 1 項柱書等）に

貸し付けることができるとされていること、あく

まで事業開始・継続のために必要な事業資金の借

入れである以上、「商人がその営業のためにする

行為」であることが否定されるものではなく、結

論を左右しないと考えられる。 

事業開始資金及び事業継続資金は他の資金と

同じく債権の分類は私債権になるが、消滅時効と

いう観点から、さらに資金の性質を踏まえて民事

債権であるか商事債権であるかという検討が必

要であり、こども家庭支援課が従来からそのよう

な検討を行わなかったことがこのような問題が

発生した主たる原因であると考える。 

【結果（指摘）】 

既に消滅時効が完成した債権計 7 件、401 万円

については、千葉市債権管理条例第 7 条第 1 号の

検討を行い、必要に応じて債権を放棄することを

検討されたい。また、今後も事業開始資金及び事

業継続資金としての貸付金は、商事債権として他

の貸付金とは別に消滅時効の管理を行うよう留意

されたい。 

 



令和４年度包括外部監査 

監査のテーマ：一般会計、特別会計及び企業会計における収入未済額の管理に係る事務の執行について 

第３ 外部監査の結果 Ⅱ 各論としての外部監査結果 

Ⅱ-２６ 保健体育課が所管する未収債権管理の監査結果について （３）結果 

監査の結果（指摘事項の概要） 講じた措置 

➀［17 給食費収入］に係る検出事項について 

ア．督促の方法について【保健体育課】（P363） 

保健体育課では、滞納が発生した給食費につい

て督促や催告を行う際、督促状及び現年度中の催

告書は、学校から児童・生徒を通じて配付し、過

年度債権についての催告書は、市（保健体育課）

から債務者へ郵送している。 

督促及び催告については、債務者に送達を完了

することが重要であり、未成年である児童・生徒

を通じた督促状や催告書の配布によると、学校給

食費負担者である保護者への送達の完了につい

て正確な把握が困難になるおそれがある。また、

債務者にとっても、未成年である児童・生徒が督

促状や催告書の配布を失念することで、滞納を早

期に把握する機会が失われる可能性もある。 

未成年である児童・生徒を通じた督促状や催告

書を配布する場合、郵便による発送手続等の事務

負担の軽減が見込まれるものの、学校給食費負担

者である保護者への直接の送達ではないため、送

達による督促及び催告の法的効力が発生しない

おそれがある。 

また、未成年である児童・生徒に対して督促状

や催告状を託すことは、児童・生徒に対して不必

要な心理的負担を与えることにもなりかねず、未

成年である児童・生徒に対する配慮も不十分であ

ると言わざるを得ない。 

【結果（指摘）】 

滞納が発生した給食費について督促や催告を行

う際、督促状及び現年度中の催告書についても直

接債務者へ郵送されたい。 

 

 

督促状及び現年度中の催告書については、令和

６年度から、直接債務者に郵送する運用に改めた。 

 

 



令和６年度包括外部監査 

監査のテーマ：市営住宅にかかる事務の執行について 

Ⅳ 管理事務 第２章 家賃・敷金の減免及び徴収猶予 ２．監査の結果 

監査の結果（指摘事項の概要） 講じた措置 

家賃の徴収猶予制度等の周知方法の見直しにつ

いて【住宅整備課】（報告書 P77） 

家賃・敷金の減免及び徴収猶予制度の活用状況

を調査したところ、家賃の減免制度は活用されて

いるが、家賃の徴収猶予制度、敷金の減免制度、

敷金の徴収猶予制度は直近5年間で利用実績がな

かった。 

入居者への周知方法の違いが家賃・敷金の減免

及び徴収猶予制度の活用状況に影響を与えてい

るとの仮説を立て、家賃及び敷金の減免制度・徴

収猶予制度の周知方法を調査した。 

①市営住宅使用のしおり 

入居者への注意事項などをまとめた冊子であ

り、家賃の減免制度については「家賃の減免制度

のご案内」というページが設けられ、減免制度の

対象や家賃の減免制度の申請時に必要な書類が

わかりやすく周知されている。これに対して、家

賃の徴収猶予制度についてはそのような周知は

されておらず、「徴収猶予の申請」という文言し

か記載されていない。 

②収入申告時の案内 

毎年 6 月に、入居者に対して収入申告書の提出

の案内をしており、同時に家賃の減免制度の案内

も送付している。しかし、家賃の徴収猶予制度の

案内は送付していない。 

③千葉市営住宅空家入居者募集案内書 

市営住宅への入居を希望する住民に配布する

冊子であり、募集住宅や入居申込方法が記載され

ている。しかし、家賃及び敷金の減免及び徴収猶

予制度の記載はない。 

【結果（指摘）】 

家賃の徴収猶予制度、敷金の減免及び徴収猶予

制度が十分に周知されていないことは、活用実績

がない一つの原因であると考えられる。 

結果的に、本来これらの制度を利用できたはずの

住民がその機会を失っている可能性がある。特

に、敷金の減免制度や敷金の徴収猶予制度につい

ては、敷金を用意できないために入居を断念し、

入居申込にすら至っていない可能性も考えられ

 

 

家賃の徴収猶予制度については、空家入居者募

集案内書（令和７年度募集）、市営住宅使用のし

おり（令和７年８月改訂）及び収入申告時の案内

（令和７年７月送付）にそれぞれ追記をすること

により周知した。 

また、敷金の減免及び徴収猶予制度について

は、空家入居者募集案内書（令和７年度募集）に

追記をすることにより周知した。 

 



る。 

市営住宅が果たすセーフティネット機能を踏

まえ、家賃の徴収猶予制度、敷金の減免及び徴収

猶予制度の活用を促すように周知方法を見直す

べきである。 

 



令和６年度包括外部監査 

監査のテーマ：市営住宅にかかる事務の執行について 

Ⅴ ストックの管理 第３章 増築物の管理 ２．監査の結果 

監査の結果（指摘事項の概要） 講じた措置 

増築物の承認の管理について【住宅整備課】（報

告書 P141） 

準耐火構造の住宅で、千葉市では原則として禁

止している増築が散見された。 

準耐火構造の住宅にかかる増築は昭和40年代

に行われたものが多く、かなりの年月が経ってい

ることから、当時の資料などが適切に保管できて

いなかったと考えられる。そのため、入居者から

の届出の有無を書面で確認できず、当該増築が市

長の承認を得たものであるかが不明な状態にな

ってしまっている。 

「千葉市営住宅条例」第30条第2項の規定では、

承認を受けた入居者は退去時までに原状回復又

は撤去を行うこととされており、第3項では承認

を受けずに増築した場合は、自己の費用で原状回

復又は撤去を行うこととされている。承認を得た

ものであるかが不明な状態となっていることか

ら、現状では入居中の原状回復又は撤去を求める

ことが困難な状態となっている。 

なお、千葉市では、市長の承認の有無にかかわ

らず、入居者に対して退去時までに自己の負担で

増築物を撤去するよう依頼している。 

【結果（指摘）】 

「千葉市営住宅条例」第30条第3項では、入居

者が承認されていない増築を行った場合は、入居

者は自己の費用で原状回復又は撤去を行わなけ

ればならない。しかし、千葉市では準耐火構造の

住宅にかかる増築の承認状況を網羅的に把握で

きていないため、増築物のある入居者に原状回復

又は撤去の指導もできていない状況にある。少な

くとも、今後は、市長による承認の有無を適切に

管理しなければならない。 

 

 

市営住宅における増築について、承認状況が把

握できる台帳を整備し、承認の有無を適切に管理

できるようにした。 

 



令和６年度包括外部監査 

監査のテーマ：市営住宅にかかる事務の執行について 

Ⅴ ストックの管理 第４章 市営住宅駐車場・自転車置き場の管理 ２．監査の結果 

監査の結果（指摘事項の概要） 講じた措置 

（５）無許可の屋外広告物の撤去と点検について

【住宅供給公社】（報告書 P156） 

団地の敷地内に近隣の理髪店の看板がみられ

た。「千葉市営住宅条例」第67条では、市長の許

可がある場合には敷地の目的外使用が認められ

ているが、千葉市の担当者に質問したところ、看

板の設置は許可しておらず、設置された経緯も不

明であった。 

当該看板は、常時屋外で公衆に表示されるた

め、屋外広告法第2条第1項の「屋外広告物」に該

当する。 

千葉市では、「屋外広告物条例」第 6 条第 1 項

第 1 号において、屋外広告物を設置しようとする

者は、あらかじめ市長の許可を得なければならな

い旨が定められている。また、同条例第 40 条に

おいて広告物の手数料についての定めがあり、媒

体や大きさにより、手数料の額が定められてい

る。 

【結果（指摘）】 

市長の許可をとっていない屋外広告物（看板）

については、看板に記載された情報から設置者が

特定できるため、速やかに、屋外広告物の設置許

可の申請をさせるか、撤去を求めるべきである。 

また、このような無許可広告が放置されている

と、きちんと手数料を支払って屋外広告物を設置

している者との公平性も損なわれる。したがっ

て、他の団地の敷地内にこのような無許可の広告

物（看板）が他に設置されていないかを定期的に

点検すべきである。 

 

 

無許可の屋外広告物（看板）については、令和

７年３月に撤去が完了した。また、市営住宅の全

団地を調査し、他に無許可の屋外広告物がないこ

とを確認した。 

さらに、日常点検項目に屋外広告物の有無を加

え、定期的に点検することとした。 

 


